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自由貿易体制下の英国糖葉(2)
一 ダンピングの諸相と砂糖インタレス トの動向を中心 に一

通
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当

馬
一
～

大'沼1 穣

亘V関 税改革運動との交錯1)

a)公 正貿易運動の展開の中で

砂糖インタレス トは公正貿易運動の展開の中で,砂 糖補助金廃止のための国

際会議開催,更 には会議決裂の際の相殺関税の実施を要 求 し続 け た。.特 に

工880～81年は各地で相殺関税実施要求の集会が開催 され るなど激 しい高揚を見

せたが,相 殺関税は当時の自由貿易政策と根本的に背馳するものであ り,時 の

第2次 グラッドス トン自由党政権はこれを拒否 し運動は一旦頓挫 した。翌82年

2月,西 インド委員会は精糖業者 と植民地 インタレス トの組織化に着手 し 「英

国および植民地反補助金協会」(議 長 ラバ ック)を 結成 し,砂 糖産出地域から

代 表 が鞘 集 して い る2)。1884年 の ダ ン ピン グ激 化 に際 して切 迫 した西 イ ン ドは ,

合衆国との間で互恵条約交渉に入ったが,最 恵国条項(具 体的には英独 ・英白

通商条約。英国植民地に於げる本国と両国産品の取扱いの平等を規定 した)の

侵害であるとい う商務院 ・外務省の主張により打ち切られた。この失敗は先述

の 「商工業不況調査委員会」に際 して砂糖インタレス トのキャンペーンを激化

させたと言われる。同調査委員会報告を契機として相殺関税要求の運動は蘇生

する。1886年,.「 関税論議に教義的な敵意 をもたなかった」3)第2次 ソールズ

ベ リ保守党政権の成立によって約10年 ぶりで国際砂糖会議開催への道:が開けた.

1)関 税 改 革 翻 の 詳 細 な雛 につ い て4#Fu・h・ .C.エ.〔7〕B:・w・,鴫.〔6〕;高 橋 哲 臨 〔23〕;

桑 原 莞爾,〔lL〕,〔12〕;木 村 和 男,〔10〕;田 中 素 香,〔24〕 を まず 参 照 され たい
。2)B

rown,B.臼.,〔6〕,P・43 .参 照 。

3)Brown,B.H.。 〔6〕,p.44.参 照
.
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b)帝 国関税改革運動への転化の中で

ところで80年 代末,英 国の保護貿易運動は帝国規模での関税改革運動へ と転

化 を遂げた。関税改革運動が高揚 し,1892年 に停頓するまでの時期,西 イン ド

植民地の立場 も相応 して変化を遂げた。以下.西 イン ド委員会ラバ ックの動向

を中心にその推移を辿る。

、887年4月 か ら,・ ン ドソ国際砂糖会議に3ケ 月先立 ・て 第1回 植民地会

議が開かれている。初めて帝国特恵関税案が提起されたこの歴史的な会議の席

上,ラ バ ックは本国に対 し国際砂糖会議への代爽団の派遣を求め,更 に砂糖 ダ

ンピングへの本格的な対処を求める決議案を提出し,満 場一致で可決 されてい

る4㌔

補助金付 き砂糖の排除を定めたロンドン国際砂糖協定は.88年8月 に調印さ

れたものの,そ の批准案は英国議会に於て89年 否決され撤回された。折柄の国

内政局 をめ ぐる合従連衡,即 ちアイルラン ド自治法案の推進勢力たる自由党+

アイルラン ド国民党,そ れに反対す る保守党+自 由統一党の連携は保守党の保殉

護貿易主義的な動 きを牽制していたのであった5)。

1890年合衆国のマッキンレー関税は,隣 接する西インド.そ してカナダにそ

それ異なる影響を与えた。マッキソレー関税によってその農産物を合衆国市場

から閉ざされたカナダは,帝 国貿易の拡充によって農産物市場 を確保しようと

し,本 国への糖 要求の拠点とな・た。そして本国の特恵を妨げてい撮 恵国

条項 を有す る英独 ・英 白通商条約の廃棄を本国に鋭 く追ってゆ くことになる。

他方でマ ヅキンレ〒関税は輸入粗糖の無税化を定めており西インドにとっては

有利なものとな。た.但 し砂欝4品 目1・ついて・特定の国に対して報復的高

関税を賦課できる相互主義条項が定 められていた・そこで西インドはカナダと

の互恵交渉を打ち切b.1891年 に合衆国 との間で互恵条約を締結 した。その内

4)Br。w。,B.H.。 〔6〕,P.99.鋸.砂 糖 融 金 に よ っ て・ オ ー ス トラ リア の 諸植 民 地 ナ ター ル ・

フ ィジ ーが 同 様 の 実 題 に直 面 し.そ の産 糖 に被 害 を蒙 って い た 。

5)Beachey,R,W.,〔3〕,p.141.
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容 は,① 西 イ ン ドは 輸 入 品 目(灯 油 ・木 材 ・小 麦 粉 な ど)に 対 して 関 税 上 の

譲 歩 を行 な う.② 合 衆 国 は 西 イ ン ド輸 出 品(砂 糖)に 対 して は相 互 主 義 的 条

項 を発 動 しな い,と い う もの で あ った6〕。

1892年6月 の第2回 帝 国商 業 会 議 所 会 議 に於 て,関 税 改 革 を め ぐる本 国 ・植

民 地 の利 害 の相 克 が 顕在 化 した。

本 国 的利 害 に立 つ 関 税 改 革 論 は,植 民地 の保 護 関税 を撤 廃 した 上 で,共 通 の

保 護 関 税 障 壁 を形成 し,そ の 中 で の帝 国 内 自由貿 易 を構 想 した 。 そ れ に対 して,

植 民地 的 利 害 に 立つ 関税 改革 論 は,植 民 地 お よ び本 国 の現 行 関税 を前提 と し,

帝 国外 か らの全 輸 出 品 に対 す る共 通 の 差別 関 税(植 民 地 に とっ て は特 恵 関税)

を 形成 して 帝 国 貿 易 を拡 充 す る こ と を構 想 して い た7)。 こ の会 議 で は帝 国特 恵

関 税 を主 張 す る タ ッパ ー(前 カ ナ ダ蔵 相)案,帝 国 内 自 由貿 易 を主 張 す る ラバ

ック(西 イ ン ド)案 はい ず れ も退 け られ た が,こ の 時 タ ッパ ーは ラバ.ッ ク案 に

修 正動 議 を 出 し両 者 は対 立 した8)。

この よ うに して西 イ ン ドと カナ ダは 関 税 改 革 運 動 の進 展 の 中 で 異 な る路 線 を

選 択 し.ラ パ ッ クの 主張 は 明 らか に本 国 的 利 害 に立 つ関 税 改 革 論 とな った 。

保 守 党 は,関 税 改 革運 動 高 揚 の 気運 を受 けて,1892年 の総 選 挙 で よ うや く関

.税 改 革 を ス ロー ガ ン に掲 げ る が一 敗 地 にま み れ た 。 次 の 第4次 グ ラ ッ ドス トン

自 由党 政 権 は,1894年 の植 民 地 間 会議 が行 な った本 国 に 対 す る特 恵 供 与 要 求 を

拒 絶 し.た。 本 国 での 関 税 改 革 運 動 は退 潮 し,カ ナ ダ が 特 恵 供 与 を本 国 に迫 り続

け る こ とに なる 。

c)ダ ン ピ ン グ激 化(1896年)と チ ェ ンバ レ ンの 登 場

西 イ ン ド糖 葉 をめ ぐる状況 は90年 代 中 頃 か ら再 度 悪 化 した 。 第 一 に1894年 の

合 衆 国 の ウ ィル ソン 関税 採択 で あ る。 平均 関 税 率 は や や 低 下 した もの の砂 糖 関

6)Beachey,R.W,,,〔3〕,p・146.参 照 。

7)以 上 の整 理 に つ い て は 田 中 素 香,〔24〕,(⊥),2ペ ー ジ 参照 。

8)Fuchs,C.エ,〔7〕,p.371-3;Brown,B.H.,〔6〕,115-8.参 照 。
、
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税 が 復 活 した。 相 互 主 義 条項 は廃 止 され,1892年 の 西 イ ン ドとの互 恵条 約 も打

ち切 られ た 。 第 二 に1896年 秋 の ダ ン ピ ン グ激 化 で あ る。 独 仏 は砂 糖 補 助 金 を倍

増 させ,西 イ ン ドに 甚大 な被 害 を与 えた6西 イ ン ド委 員会 は政 府 の 介 入 を求 め

て キ ャ.ンペ ー ン を展 開 した 。

す で に1895年,第3次 ソー ル ズ ベ リ統 一 党 政権 が 成 立 し,植 民 地 相 に チ ェ ソ

!ミレ ンが 就 任 して い た。1896年 秋 に糖 価 が 急 落 す るや,彼 は11月 に王 立 西 イ ン

ド調 査 委 員会TheIndiaRoyalCommissionの 派 遣 を提 案 し,こ れ を実 行 し

た9)。12月 に 発足 した 同 委 員 会 は 翌97年4月 末 に は現 地 調 査 を終 えて 帰 国 し,

同 年 秋 に報 告 書 を提 出 した。 そ の結 論 部 を要 約 す る10)。

まず 列 国 の補 助 金 競 争(と 本 国 の 自由 貿 易 政 策)が 西 イ ン ド糖 葉 不 況 の原 因

で あ る,と して本 国 の西 イ ン ド救 済 義 務 が 強 調 され る。 次 に西 イ ン ドの過 度 の

糖 葉 依 存 の抜 本 的 改善 こそ 必 要 との 立 場 が 表 明 され る。 多 数 の単 純 労 働 者 が糖

葉 に依 存 す る状 況 は,失 業 時 にそ の 救 済 問 題 とな っ て植 民 地 財政 を破 綻 させ る

危 険 性 を持 つ か らで あ る。 ま た 西 イ ン ドイ ンタ レス トの β ピ ー活動 の 活 発 さ に

も触 れ つ つ,糖 葉 の み に固 執 す る そ の視 野 の狭 さが厳 し く批 判 され て い る。

更 に具 体 的 方 策 と して,① 小 土 地 所 有 農 民 の 創 出,② 小 規 模 農 産 物 産 業 の育

成,耕 作 シ ス テ ム の改 善,③ 島嶼 間(そ して 合 衆 国)と の交 通 手 段 の 改善,④

果 実 貿 易(ニ ュ ー ヨ ー ク との)の 奨 励 ⑤ バ ル バ ドス島 へ の 集 中 工場 の創 設,

等 が 具 申 され た。

な お 同報 告 は,最 良 の 救 済 策 は 補 助 金 の 廃 止 で あ ろ う,と しな が ら も相 殺 関

税 の勧 告 に つ い て は 他 の 委 員 の賛 意 を え られ ず,委 員長 の 異 論 と して そ の必 要

性 を力説 して い る。

この 具 申 に も とづ いた 方 策 が実 施 され,西 イ ン ドで は 農 業 の 多 角 化 が 図 られ

9)チ ェソバレ;の 政策展開は実に多面的であり,帝国統合構想に占める西インド救済策の位置付

けは必ずし棚 確ではないが,資 本逃避の統領 轄植民地(C・ ・w・C・1・ni・・)の醗 に政府が

積極的介入を図ることによって民間資金を導入 しようとする意図があったことが指摘されている,
もこの項に1章 を割 き参考にはなWill,日.A.,〔25〕,参照。A皿ery,J.による礼賛的伝記,〔1〕

る。

10)B.P,P.,〔4〕,pare.510-556.(PP.70-78)参 照g
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て ゆ く。

d)カ ナ ダ の特 恵供 与 ・合 衆 国 の 相 殺 関 税 実 施(1897年)と 西 イ ン ド

1897年 カ ナ ダ は英 本 国 に,特 恵 供 与 を妨 げ る英 独 ・英 白通 商 条約 の 破 棄 を求

め て,一 方 的 特 恵 の実 施 に踏 み 靭 つた 。 そ して 第2回 植 民 地 会 議 に於 て も両 条

約 破 棄 を要 求 す る決 議 が採 択 され るに至 り,英 本 国 は 同 年 つ い に両 条 約 を破 棄

した。

ま た 同年 秋,合 衆 国 は デ ィソ グレ ー関 税 を実 施 し,そ の 相 殺 関 税 条 項(第5

条)適 用 に よ って,激 増 して い た ドイ ツ甜 菜 糖 の合 衆 国 へ の流 入 は遮 断 され た 。

しか し翌98年,米 西 戦 争 が勃 発 して合 衆 国 は キ ュ ーバ ・プ エ ル トリ コ ・フ ィ リ

ピ ン を勢 力 下 に組 み 入 れ た。 これ ら産 糖 地 域 の 合 衆 国 に よ る制 圧 は特 恵措 置 の

実 施 を 予測 させ,西 イ ン ド糖 に と って合 衆 国市 場 は 一層 不 安 定 な もの に な っ た。

か か る状 況下,同 年 カ ナ ダ蔵 相 フ ィ ール デ ィ ン グFielding ,Wは 本 国 に実

施 した の に紡 ぎ,西 イ ン ド糖 に対 して も一 方 的 特 恵 供 与(25%)を 行 な った。

「帝 国 的 責 任 」 に基 づ い た砂 糖 植 民地 救済 の た めで あ る とい う11)。

か く して 西 イ ン ドは よ うや く特 恵市 場 を 得 た もの の,ド イ ツ甜 菜 糖 への 合 衆

国 の相 殺 関 税 は カナ ダの 特 恵 税 率 よ り高 く,ド イ ツ糖 に 対 す る障 壁 は 合 衆 国市

場 の方 が高 か った た め に,合 衆 国 へ の 依 存 は な お続 くこ とに な る(表3参 照,

な お表 は前 編 に 掲 げ た)。

1898年6月,ブ ラ ッセ ル で 国際 砂糖 会 議 が 開 催 され た が,英 国 政 府 が補 助金.

付 き砂 糖 に 対 し て相 殺 関 税 賦 課 の意 思 を見 せず,会 議 は 成果 の な い ま ま無 期 延

期 とな った。

Vブ ラッセル会議と西イン ド糖の行方

1899年3.月20日,英 領 イ ン ド も相 殺 関 税 を実 施 す る こ とに な っ た 。 イ ン ドで

は オ ー ス ト リ ア糖 の ダ ン ピ ン グが 激 し く,そ の 糖 価 は イ ン ド で の 生 産 費 を 割 っ

11)B.P.P.,〔5〕,p.167.参 照。
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て いた 。 ま た イ ン ドを主 な仕 向地 と して い た モ ー リシ ャス(英 領)産 糖 も熾烈

な競 合 に晒 され た。 この 相殺 関税 は イ ン ドか らの訴 え に基 づ い て な され た もの

で あ っ たが,そ の イ ン ド政府 を動 か した の はチ ェ ンバ レ ンで あ った。 イ ン ドの

相 殺 関 税 は 英本 国 で の 実 施 の 条件 を醸 成 さ せ.ダ ン ピ ン グ実 施諸 国 に脅 威 を与

え る役 割 を 果 た した 。

ドイ ツで は 同 年 砂 糖 カ ル テ ルが 成 立 して い た が,国 内糖価 の上 昇 ・カ ル テ ル

に よ る利 益 の独 占は 世 論 を補 助金 廃止 へ と向 か わ せ た 。 フ ラン ス で は輸 出補 助

金 は国 内 の甜 菜 生 産 者 とパ リの精 糖 業 者 に莫 大 な富 を集 中 さ せ.世 論 の 反 発 を

招 い て い た 。1900年10月,独 仏 懊3国 はパ リで独 自に砂 糖 補 助 金 会 議 を開 催 し,

3国 は直 接 補 助 金 を,更 に フ ラ ン ス は 間接 補 助 金 の 一部 を廃 止 す る こ とに 同意

した。

西 イ ン ドイ ンタ レス トの.動き を見 る と,.1900年 帝 国 商 業 会 議 所 会 議 が 召 ン ド

ソ で開 催 され,ラ バ ッ クは ロ ソ ドソ商 業 会 議 所 の委 嘱 に よ り決 議 案 を提 出 して

い る。 そ の 内 容 は,① 砂 糖 生 産 お よ び輸 出 の人 為 的 奨 励 廃 止 の た め の 国 際 会 議

を 開 催 す る こ と,.② 政 府 は相 殺 関 税 か輸 入禁 止 の処 置 を講 ず る決 意 を示 す こ と,

以 上 の2点 で あ り,こ れ が大 多数 の賛 成 で 可 決 され た 結 果,政 府4t商 業 界 の意

向 と受 け止 め て 国際 会 議 開 催 へ 向 か った とい う12)。 ソール ズ ベ リ統 一 党政 権18〕

の 内部 で は,.相 殺 関税 に 賛成 す る植 民 地 相 チ ェ ンバ レン と,反 対 す る蔵 相 ピ ッ

クス=ビ ーチ の 見解 の 対 立 が 続 い た 。 閣 内不 統 一 の ま ま相 殺 関税 を英 国 が 認 め

た と思 わ せ る非公 式 声 明が 存 され,ブ ラ ッセ ル会 議 は よ うや く砂 糖 補 助 金 の廃

止 を 決 め た1%

Martineau,G.〔13〕,p.38;〔14〕,p.127;〔 ユ5〕,p,43.参 照。12)

13)統 一党政権下の諸利害の交錯(と チ ェンバ レンキ ャ ンペ ーンの展開)に つ い て は,関 内隆,

を参照 され たい。〔22〕,

M)条 文の主 な内容 は以下 の如 くである。(番 号 は条 文の番号を示 す 。)①直接 ・間接 の補助 金の廃

止。②締結国 は自国精績会社 を監督 し課税 する。③外国糖への 関税 と国 内糖 への税 の格差 は100

kg当 り精糖で6フ ラン,粗 糖 で5.5フ ラン まで とする。④ 補助金付 き砂糖 に対 しては相殺 関税 の

賦課 か輸入禁止 を行 な う。⑤ 甘蔗糖 と甜菜糖 に課税格差 を設 けない。⑦ 補助金の有 無 を監督す る

常任委員会の設置。 ⑪英 領 ・蘭領植民地 に対す る特例 。Prinse皿 ・Geeτligs.H,C.〔19〕,PP.371-

377.参 照。全文和訳 した もの としては農商務省,〔16〕,226-231ペ ージ参照q
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か く.して ブ ラ ッセ ル協 定 は砂 糖 イ ン タ レス トが 英 国 政 府 に永 く要 求 して き.た

相 殺 関 税 賦 課 権 を実 現 させ,よ うや く列 国 の補 助 金 競 争 を廃 止 させ た 。 こ こに

お い て 英 国 の 自 由貿 易 政 策 に初 め て風 穴 が 開 け られ た の で あ った 。 け れ ど もそ

の 結 果,西 イ ン ド ・本 国 の糖 葉 を取 り巻 く状 況 は 好 転 した とは 言 え な い。 そ の

帰 結 は い か な る もの で あ っ たかQ

まず,西 イ ン ドは 合 衆 国市 場 を失 った。1897年 デ ィ ソ グL・一関 税 の 相 殺 関 税

条 項 は ドイ ツ糖 の 流 入 を阻 止 し,西 イ ン ドに は 実質 的 に 特 恵 として 作 用 した15)

た め,1900年 に至 って も西 イ ン ドの粗 糖 輸 出 の3/4が 合 衆 国 向 け で あ った 。 と

ころ が1903年,ブ ラ ッセ ル 協 定 発 効 に伴 い,合 衆 国 は相 殺 関税 条項 適 用 を止 め

た 。 そ れ ば か りか1901年 プ エル トリ コ糖 に(併 合 に伴 い免 税),1902年 フ ィ リ

ピ ン糖 に(25%),1903年 キ ュー・ミ糖 に(20%)そ れ ぞ れ 特 恵 措 置 を施 し,こ

れ らの地 域 産 糖 で 自給 化 傾 向 を強 め た 。 特 にキ ュ ーバ は早 くか ら合 衆 国 資本 の

進 出 に よ る精 糖 工 場 の 近 代 化 一機 械 化 【ωが 進 め られ て お り,特 恵 措 置 の実 施 に

よ っ て キ ューバ 糖 は合 衆 国粗 糖 輸 入 の6～7割 を 占 め る に至 った 。 この よ うな

合 衆 国 の政 策 転 換 は西 イ ン ド糖 を合 衆 国 か ら排 除 す る結 果 と な っ た(グ ラ フ3

参 照)。 これ に 対 して カ ナ ダは 既 に西 イ ン ド糖 に特 恵 を 実施,1900年 には 特 恵

税 率 を 引 き上 げ(25%か ら33.3%へ),1903年 ドイ ツ糖 に33.3%の 超 過 税 を 課

した 。 そ のた め西 イ ン ドは カ ナ ダ特 恵 市場 へ の依 存 を急 速 に 強 め た(グ ラ フ3

参 照)。 西 イ ン ドは ケベ ック ・ハ リフ ァクス ・モ ン トリオ ー ル の精 糖 業 と の 関

係 を深 め,西 イ ン ドに置 か れ た ノバ ス コシ ア銀 行 支 店,両 地 域 を結 ぶ 蒸 気 船 航

路 が これ を支 えた 。 こ の よ うに して,西 イ:ノ ドの 「黒 砂 糖 産 業 は疑 い も な く,

カナ ダで の この 種 の 需要 の結 果、 生 存 を許 され た の で あ る。」17》

ま た英 本 国粗 糖 市 場 に於 て は確 か に甜 菜 糖 との競 争 は緩 和 され,甘 庶糖 の 輸

入 は増 加す る趨 勢 にあ った が(表3参 照),西 イ ン ド粗 糖 は ユ880年 代 の 水 準 さ

ユ5)Parker,C,S.,〔18〕,PP.38-401Prinsen-Ge巳 ■1igs,H.G,〔 ユ9〕,p・207。 合 衆 国 の 相 殺 関税 率

百 重 量 ポ ン ドあ た り27¢ に 比 して カナ ダの 特 恵 税 率 は ユ8¢で あ った。

16)そ の 実 態 につ い て は 楊 井 克 巳,〔26〕,牝 一46ペ ー ジ参 照 。

ユ7)Beachey,R.W、,〔3〕.p,.174.参 照 。
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え 回 復 で きず,そ の 過 半 は ジ ャ ワ ・キ ューバ が 占 め た18)。

次 に 本 国 精 糖 業 の動 向 につ い て。 精 糖 輸 入量 の 急増 は1901年 に108万 ト ン を

記 録 す る に至 った 。 そ の後 ブ ラ ッセ ル協 定 の発 効 や1904年 の 欧 州 甜 菜 の不 作 で

一 時 は75万 トン に迄 減 少 した もの の,お お む ね90万[・ ソ 台 を上 下 しつ つ推 移 し

て ゆ く(表1参 照 〉。 こ れ に 比 し て 粗 糖 輸 入 量 は ブ ラ ッセ ル協 定 以 後,急 速

に増 加 しは じめ た(表3参 照)。 ま た 利 ザ ヤ は1904年 の不 作 が 引 き起 した価

格 騰 貴 に よ る上 昇 を の ぞ け ば1910年 代 まで,CWT当 り2シ リン グ 台 で 推 移す

る。 この よ うに して本 国精 糖 業 者 は 大 量 に供 給 され る粗 糖 を 原料 に..大 量 の精

糖 輸 入 に 晒 され っ っ,薄 利 多 売 を強 い られ,「 効 率 性 を 高 め る こ とで 生 き残 っ

た。」19)

ま た,仕 入先 は精 糖 精 糖 を併 せ れ ば 独 懊 を始 め とす る欧州 大 陸 部 諸 国 に集 中

した 。 「ドイ ツ に関 す る限 り,糖 葉 は 今や 充 分 に確 立 され、 自国 政府 の 援 助 な

しで 自立 可 能 で あ っ た」20)と さ え言 わ れ る競 争 力 の 強 さ に,英 本 国 に根 づ い た

甜菜 糖 嗜 好 が 重 な っ た結 果 と思 わ れ る。

以 上,砂 糖 流 通 経 路 は(西 イ ン ドら カナ ダ)(独 換 ・ジ ャ ワ ・キ ューバ → 英 本

国)へ と変 容 した。(変 容 過 程 に つ い て ぽ 付 図 参 照)

IV小 括 と 展 望

この よ うに英 国 で の砂 糖 ダ ン ピン グへ の対応 は 関 税 改 革 運 動 と交 錯 しつ つ 展

開 して きた 。 しか し公正 貿 易 運動 の 一 翼 を砂 糖 イ ンタ レス トが担 った 時 点 か ら

そ の 内部 に 脆 さ を抱 えて い た と言 え よ う。 そ して 関税 改 革 運 動 が 帝 国規 模 の も

の とな った 時 には砂 糖 イ ン タ レ ス トの軸 心 は西 イ ン ド委 員会 に 移 り.一 時 は 本

国 側 関 税改 革論 を代 弁 す る迄 に至 っ た。 しか しチ ェ ンバ レ ンの西 イ ン ド救 済 策

は,糖 葉依 存 か らの 脱却 に よ っ て西 イ ン ド経 済 の再 建 を 図 ろ う と した 点 で 西 イ

18)Saul,S5.,〔21〕,p.15.参 照 。

19)Rees,G,L,,〔20〕,p.E16。 参 照 。

20)Martineau,G,〔15〕,p.54.参 照 。
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ンドシンタレス トの思惑を遙かに超えるものであった。

しかしその成果たるブラッセル協定 も,自 由党が政権 につ くやその相殺関税

賦課義務が放棄されて21)骨抜 きにされ,イ ギリスは砂糖供給の7割 を独填に依

存 したまま第1次 世界大戦 を迎えることとなった。

以降 この寸断の経験か ら砂糖の 自給化が企てられ るが、必ず しも順調な道程

ではない。それはこれまでの経緯同様に,自 由貿易を志向す るシティの金融利

害が長 く貫徹 した英国独自の事情の結果であった。1919年 に英帝国産砂糖への

特恵供与,1925年 に甜菜作付けに対する国庫補助,そ して1928年 には本国精糖

業保護のための関税率改正 と,精 糖の国産化 ・粗糖の帝国内自給 という基本路

線が形成されはじめたが,1935年 に入 って諮問委員会は国庫補助の撤廃を勧告

した。政府は戦略的見地か らこれを退けて補助を継続し,1937年 には英連邦産

輸入分 を併せて約6割 を自給するに至 った。英国の糖業政策は,戦 闘期 に自由

放任から保護へと漸進的に旋回を遂げることになる。
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(独 ・仏 他)

ジ ャ ワ、

⑤

カナ ダ

〃

甜 菜精糖

ダ ンピング

※印 共闘関係

競合

大陸 ヨーロ ッパ

(独 他)

英
国
砂
糖
市
場

甜菜精糖 ダンピング

英 本 国

糟糠業(粉末糖)

.、リピ。欄 灘ソ
ブ ラジ ル 他

20世 紀 初 頭(ブ ラ ッセ ル協 定 以 降)

英 本 国

西 イ ン ドー一一一一一一一一一一一一一一一一 精 糖 業(粉 末 糖)

講三鼎 … 瓢 他旛鮒 イ

英
国
砂
糖
市
場

英国砂糖市場


